
法⼈設⽴に係る⼿続 取組内容
2017年度

〜
2019年度

2020年度

登記後⼿続の
オンラインワンストップ化

全⼿続の
オンラインワンストップ化

設⽴登記24時間以内処理

※1 2019年3⽉にテレビ電話による定款認証の導⼊
※2 2019年12⽉に商業登記法改正により設⽴登記における印鑑届出の任意化。2021年2⽉施⾏。

設⽴登記申請時において、従来通り印鑑の届出も可としつつ、申請⼈の判断により、商業登記電⼦証明書に関する届出を⾏う場合は、印鑑の届出は必須としないこととする。
また、会社設⽴後は、印鑑証明書⼜は商業登記電⼦証明書によって、会社代表者の本⼈確認を⾏う。

印鑑を押した申請書
を登記所に提出

登記所に
印鑑を届出

印鑑証明書交付

アナログ期
書⾯×対⾯×押印 オンライン移⾏期

④ 登記事項証明書取得
⑤ 会社代表者印
印鑑証明書取得

⑥ 税務署
⑦ 都道府県・

市町村税事務所
⑧ 労働基準監督署
⑨ 公共職業安定所
⑩ 年⾦事務所
⑪ 健康保険

② 会社代表者印提出
③ 設⽴登記申請（※2）

① 定款認証（※1）

登記前 登記時 登記後

法⼈設⽴に係る⼿続き等について

2021年2⽉〜
法⼈設⽴

オンラインワンストップ化
実現

◉2017年６⽉の成⻑戦略に位置付けて以降、取組が本格化。
2021年2⽉、法⼈設⽴における全⼿続がオンライン化・ワンストップ化。
審査の優先処理や電⼦化を進め、⼿続きに係る所要時間を⼤幅に短縮（7⽇→24時間以内）。

◉英語対応サービスの充実により外国⼈にとっての利便性向上を推進。

2021年度〜

●英語申請ガイド・書式
⾒本の作成等

●登記情報システムなど
に⾃動翻訳システムを
付すことを検討

●⼿続代⾏を担う⼠業等
と連携し、登記申請後
の労働基準監督署、
ハローワーク及び年⾦
事務所への設⽴届出
の円滑な提出を可能
とする

英語対応の促進

※登記情報を連携し、設立後の手続について登記
事項証明書の添付を省略
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